
市民協働参画行政システム（生涯学習推進本部と関係各行政部門との関係） 

 市民協働行政組織の中核は生涯学習推進本部です。そこでは市民参画型生涯学習による“まち”づくりのための総合的な施策や市民協

働行政組織が策定され、各行政部門の取組が承認されるのです。 

 具体的な事業については、生涯学習推進本部では各行政部門で共通して必要とされる事業を行い、各行政部門は、これらの事業を踏ま

え、自らの業務を効果的に推進するために必要な専門的な事業を実施することとします。 

この生涯学習推進本部と行政部門との関係は、図１の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 市民協働参画行政システムにおける生涯学習推進本部と行政部門との関係 

 

これらの関係を踏まえ、生涯学習推進本部と行政部門が主な事業を分担すると、以下のようになります。 

《生涯学習推進本部》 

①市民協働型“まち（地方公共団体）”づくりや生涯学習による“まち（地域社会）”づくりの必要性についての学習機会の提供事業 

②マネージメントサイクルや広報の在り方など一般的な理論やグループワークの技法など団体を育成し支援するための研修会 

③リーダーシップ論やグループダイナミクス論など一般的な内容を盛り込んだ指導者養成事業 

④市民協働参画行政システムに関する総合的な連絡・調整と研究会 

⑤市民協働型“まち（地方公共団体）”づくりと市民協働参画行政システムにかかわる情報公開、パブリックコメント 

⑥その他市民協働型“まち（地方公共団体）”づくりや市民協働参画行政システムに関すること 

《行政部門》 

①生涯学習推進本部で実施している事業の中から必要なものを選択し、関係する市民への情報提供と参画奨励 

②自らの行政の業務を遂行するために必要な専門的な学習機会の提供事業 

③自らの行政と協働できるグループやリーダーを養成し支援する事業 

④自らの行政を理解し支援する市民や団体などを養成・支援し協働する場を提供する事業 

⑤自らの市民協働参画行政システムの構築と着実な実践 

 

主な事業 

学習機会の提供事業 総合企画・調整・広報など広域事業 指導者養成・団体支援事業 

 

・生涯学習によるまちづくりの必

要性 

・市民協働型まちづくりの意義 

・ボランティア活動への誘いなど

一般的な学習機会を提供 

 

 

 

・リーダーシップ論 

・グループダイナミクス論 

・グループの機能 

・グループの意志決定の技法 

など基本的な内容 

・グループの課題解決等への 

助言 

・全庁的な連絡・調整 

・職員研修 

・情報公開・パブリックコメント 

・広報・広聴 

・研究会 

・グループのネットワークづ 

くりなど全庁的・広域的な 

内容 

 

環境問題や人権問題など各行政の

業務に関する専門的な学習機会を

提供する内容 

各行政の業務を支援するグループ

の育成や活動の支援、課題解決へ

の助言など各行政に固有な内容 

各行政と協働している市民を対象

に、生涯学習推進本部で行ってい

る事業へ参画を奨励することや緩

やかなネットワークづくりなど各

行政の枠で実施する内容 


